
羽 咋 市 水 道 事 業 経 営 戦 略 

平成 29年度～平成 38年度

平 成 29 年 3 月 

羽咋市地域整備課 



目   次 

第１章 策定の背景 ---------------------------------------------- 1 

１．経営戦略の趣旨 ---------------------------------------------- 1 

２．計画期間 ---------------------------------------------------- 1 

第２章 事業概要 ------------------------------------------------ 2 

１．事業の概要 -------------------------------------------------- 2 

２．現在の経営状況 ---------------------------------------------- 7 

３．これまでの主な経営健全化の取組み ---------------------------- 9 

第３章 将来の事業環境 ------------------------------------------ 10 

１．給水人口の予測 ---------------------------------------------- 10 

２．水需要の予測 ------------------------------------------------ 11 

３．料金収入の見通し -------------------------------------------- 12 

４．施設の見通し ------------------------------------------------ 13 

５．組織の見通し ------------------------------------------------ 14 

第４章 経営の基本方針 ------------------------------------------ 15 

第５章 投資・財政計画（収支計画） ---------------------------- 16 

１．収支計画 ---------------------------------------------------- 16 

２．投資・財政計画の内容説明 ------------------------------------ 19 

３．今後の取組み ------------------------------------------------ 23 

第６章 経営戦略の事後検証・更新等に関する事項 -------------- 24 



第１章 策定の背景 

１．経営戦略の趣旨 

 本市の水道は、創設以来、市政の進展による給水区域の拡大や高度経済成長期の急速な人口増

加などに対応するため、計画的な整備を進めてきており、現在では整備率 100％を達成している。

 しかし、近年人口減少が続き、水需要低下による収入も減少傾向にある中で、これまで整備し

てきた施設の老朽化への対応が必要となり、経営状況は厳しくなることが予想される。

 このような状況に対し、持続的に水道事業を経営していくために、今後の取組みを示し実現可

能な財政計画を策定することを目的として、本市では「羽咋市水道事業経営戦略」を策定する。

２．計画期間 

 計画期間は平成 29 年度から平成 38 年度の 10 年間とする。
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第２章 事業概要 

１．事業の概要 

（１）給水

 本市の上水道事業は、昭和 38 年に創設以来、水需要の飛躍的な増大に対応しつつ、順次簡易水

道の統合を図りながら拡張を行ってきた。平成 25 年 4 月には全ての簡易水道を譲り受け、市全域

を給水区域として事業を行っている。

 一方で、施設や管路の経年劣化が進んでおり、平成 19 年度に新たに北部配水池の建設し、平成

23 年度から平成 27 年度で南部配水場の全面更新を行ってきた。更に、維持管理の効率化や経済

性を勘案して邑知水源及び邑知浄水場を廃止し、南部配水区域へ再編成するべく、現在事業を進

行中である。

 現在の上水道会計は全て公営企業会計である。

羽咋市上水道事業の沿革

計画給水人口 計画1日最大給水量

（人） （m3/日）

創設 昭和39～47年 15,000 3,000

第1次拡張事業 昭和47～48年 16,000 11,020

　変更事業 昭和48～49年 18,500 12,747

第2次拡張事業 昭和49～50年 23,000 14,950

　第1回変更事業 昭和50～53年 26,000 16,600

　第2回変更事業 昭和53～54年 26,590 16,891

　第3回変更事業 昭和54～58年 27,700 17,700

　第4回変更事業 昭和58～59年 27,700 17,700

第3次拡張事業 昭和59～平成2年 27,700 17,108

　第1回変更事業 平成2～16年 28,700 17,757

　第2回変更事業 平成16年～ 24,300 15,400

期間
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（２）施設

1）取水施設 

配水系 水源名 水源種別 
水源能力 

（ｍ3/日） 
更新年度 備考 

南部 
１号井 地下水（深井戸） 1,200 

深井戸 H15 

ポンプ H22 

２号井 地下水（深井戸） 1,200 
深井戸 H15 

ポンプ H10 

３号井 地下水（深井戸） 530 
深井戸 S58 

ポンプ H18 

４号井 地下水（深井戸） 1,200 
深井戸 H16 

ポンプ H23 

５号井 地下水（深井戸） 1,200 
深井戸 H16 

ポンプ H10 

県水 － 
7,070 

北部 県水 －  北部は県水のみ 

計 12,400   

※平成 29年 3月末現在 

2）浄水施設 

配水系 施設名 浄水処理 
浄水能力 

（ｍ3/日） 
築造年度 備考 

南部 南部配水場 塩素滅菌のみ 8,400 H27 
南部配水場内に滅

菌設備を設置 

計 8,400   

※平成 29年 3月末現在 
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3）送配水施設 

配水系 施設名 配水池容量（ｍ3） 築造年度 備考 

南部 南部配水場 3,260 H27 

東部 東部送水場 ― H8 

東部配水池 500 S51 

北部 北部配水池 2,100 H19  

上中山 上中山送水場 ― H21  

上中山配水池 48 S57  

神子原 
神子原送水ポンプ場 ― H28 

神子原低区配水池 

へ送水 

神子原低区配水池 

（神子原高区送水ポンプ） 
177 S53 

神子原高区配水池 

へ送水 

神子原高区配水池 88.9 S53  

菅池 菅池送水場 ― H16  

菅池配水池 54 S53  

邑知 邑知配水ポンプ場 ― H28 

千石 
千石送水ポンプ場 ― H12  

千石配水池 66 H13  

計 6,293.9   

※平成 29年 3月末現在 
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（３）料金

本市の水道料金は羽咋市給水条例（平成 25 年 12 月 19 日条例第 34 号 改正）に定める基本料

金、超過料金及びメーターの使用料の合計金額に消費税相当額を加えた額（１円未満の端数切り

捨て）と定めている。

羽咋市給水条例 第 23 条 抜粋 

月額給水使用料金（税別）

口径 料金種別 水量（ｍ３） 金額（円）

基本料金 10m3まで 1,660

超過料金 1m3当り 183

メーター使用料   60

基本料金 10m3まで 1,660

超過料金 1m3当り 203

メーター使用料   60

基本料金 10m3まで 1,660

超過料金 1m3当り 203

メーター使用料   80

基本料金 30m3まで 4,980

超過料金 1m
3
当り 233

メーター使用料   160

基本料金 30m3まで 4,980

超過料金 1m3当り 233

メーター使用料   180

基本料金 30m3まで 4,980

超過料金 1m3当り 233

メーター使用料   900

基本料金 40m3まで 6,650

超過料金 1m3当り 233

メーター使用料   1100

基本料金 50m3まで 8,310

超過料金 1m3当り 243

メーター使用料   1400

基本料金 50m3まで 8,310

超過料金 1m3当り 243

メーター使用料   3200

75ミリ

100ミリ

150ミリ

消火演習用 消火栓一個につき放水時間10分までごとに3,486円

付記 臨時用の場合の料金は当該料金の５割増しとする。

13ミリ

20ミリ

25ミリ

30ミリ

40ミリ

50ミリ
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（４）組織 

 羽咋市水道事業の組織体制を以下に示す。なお平成 26 年 4 月より、旧上下水道課と旧建設課が

合併し、地域整備課となった。
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２．現在の経営状況 

（１）給水収益

 平成 28 年度の決算見込み値による給水収益は前年度に比べて増加しているが、給水人口の減少

に伴い、給水収益も減少傾向である。

                 ※平成 28 年度は決算見込み値

（２）企業債残高の推移

 これまでに発行した企業債の残高

は平成 27 年度を境に減少傾向を示

し、平成 57 年度には全て償還する。

元利償還金は平成 35 年度にピーク

に達する。

 企業債を発行するにあたっては、

元利償還金のピーク時の経営状況に

留意しながら、資金残高を一定額以

上確保し、将来の元利償還金が過大

とならないよう、適正な財政計画を

策定する。

（３）経営分析表を活用した現状分析

 次頁に経営比較分析表を示す。
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３．これまでの主な経営健全化の取組み 

（１）老朽化更新対策

 管路や施設の経年劣化の影響が現れており、計画的かつ効率的な施設更新が求められている。

本市では経年化具合や管種等をふまえて漏水発生の懸念がある水管橋を選定し、現在重点的に更

新を進めているところである。

 また、老朽化が顕在化していた南部配水場は平成 21 年度に実施した耐震簡易診断においても耐

震性能が低いという結果となっていた。そのため安全で安定的な水道システムへと再構築するた

めに、平成 27 年度に南部配水場の更新工事を行ったところである。

（２）配水区域の再編成

 石川県中能登土木事務所が計画していた国道 415 号の拡幅工事により邑知水源及び邑知浄水場

が支障となった。そこで維持管理の効率化、経済性を勘案して邑知水源及び邑知浄水場を廃止し、

新たに配水ポンプ場を建設することで南部配水区域に編成することとした。
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第３章 将来の事業環境 

１．給水人口の予測 

 本市では平成２７年度に「羽咋市人口ビジョン」を策定しており、将来人口のシミュレーショ

ンを行っている。本計画では、その中で示された「国立社会保障・人口問題研究所」の推計値を

基に行政区域内人口を算定した。

また、本市は全域を上水道の給水区域としており、給水区域内人口は行政区域内人口と同数で

ある。これに給水普及率（給水区域内人口に対する給水人口の比率、概ね 96%で推移）を考慮し

て給水人口を予測した。

 全国的に人口減少が問題になる中で、本市も同様に将来の人口の見通しは減少傾向にあり、水

道事業にも影響を及ぼすものと考えられる。

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

（人）

給水区域内人口(人) 給水人口(人)

実 績 値 推 計 値

人口実績値 (単位：人)

H22 H23 H24 H25 H26 H27

給水区域内人口 23,032 22,743 22,455 22,166 21,878 21,589

給水人口 22,111 21,834 21,557 21,280 21,002 20,725

給水普及率 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0%

人口推移予測 (単位：人)

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

給水区域内人口 21,307 21,026 20,744 20,463 20,181 19,879 19,577 19,275 18,973 18,671 18,361

給水人口 20,455 20,185 19,914 19,644 19,374 19,084 18,794 18,504 18,214 17,924 17,627

給水普及率 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0%
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２．水需要の予測 

有収水量は、直近６カ年の１人当たり年間有収水量実績を基に時系列傾向分析により今後の推

移を設定し、先に設定した給水人口を乗じて予測した。

１人当たり年間有収水量は緩やかな減少傾向からほぼ横ばいで推移するが、これは節水意識や

節水機器の普及が進んだことが要因と考えられる。しかし今後の人口減少が顕著であり、年間有

収水量も減少が進んでいくものと考えられる。

0
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500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

（m3/人･年）（千m3/年）

年間有収水量 １人年間有収水量

実 績 値 推 計 値

水量実績値 (m3/人･年、千m3/年)

H22 H23 H24 H25 H26 H27

１人年間有収水量 121 122 120 120 117 117

年間有収水量 2,677 2,669 2,596 2,563 2,465 2,426

水量推移予測 (m3/人･年、千m3/年)

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

１人年間有収水量 115 115 114 114 114 114 114 114 114 114 114

年間有収水量 2,352 2,321 2,270 2,239 2,209 2,176 2,143 2,109 2,076 2,043 2,009
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３．料金収入の見通し 

 料金収入は有収水量に平成28年度決算見込み値の供給単価である209.4円/m3を乗じて算出し
た。

 前項の水需要の予測より、有収水量の減少が予測されることから、料金収入についても減少傾

向で推移するものと考えられる。

料金収入の推移予測 (千m3/年、百万円/年)

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

年間有収水量 2,435 2,321 2,270 2,239 2,209 2,176 2,143 2,109 2,076 2,043 2,009

料金収入 510 486 475 469 463 456 449 442 435 428 421

供給単価 209.4 209.4 209.4 209.4 209.4 209.4 209.4 209.4 209.4 209.4 209.4

※平成28年度は決算見込み値
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４．施設の見通し 

（１）資産の状況

事業を創設して以来、平成 27 年度末時点で約 93 億円の有形固定資産を有している。（水道固
定資産台帳参照）

 現有資産を現在価値とした資産の合計は 104億円であり、年度別取得価格の状況は以下の通り
である。

1996年以降、過去に整備した管路施設の老朽化が顕在化し、下水道工事に伴う配水管布設替工
事や石綿セメント管更新事業等により投資額が増加している。

2007 年には北部配水池、2012 年からは南部配水場の更新により構造物の投資額が増加してい
る。

（２）現有資産の老朽化

 現有施設を更新しない場合、水道施設の健全度の状況は下記の通りとなる。
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 健全度は使用年数を基準とし、資産の取得後経過年数が使用年数以内であれば健全資産、使用

年数の 1.5 倍以内であれば経年化資産、使用年数の 1.5 倍を超過していれば老朽化資産と設定し
ている。

 健全資産は 35年後には 5割程度となり、老朽化資産が１割程度発生する。70年後には健全資
産はなくなることが分かる。

（３）今後の更新投資

 これまで整備してきた水道施設は老朽化し、今後も随時更新が必要となる。将来の更新需要を

以下に示す。なお施設の更新年数は、構造物 70年、機械設備 23年、管路 50年と設定した。

 その結果、2046年から管路の更新需要が増加し、2046年から 2050年の間に更新のピークを迎
え、ピーク時には平均すると年間約 4.7億円の更新費用が必要となる。2081年から 2085年に構
造物の更新需要を迎える。

今後も安定した水道サービスを提供していくためには、さらに施設の重要度や優先度を考慮し

て投資額の平準化を行い、効率的に更新投資を検討していく必要がある。

５．組織の見直し  

 現在、組織の変更予定はない。

単位：百万円

区　　　分
2016年～
2020年

2021年～
2025年

2026年～
2030年

2031年～
2035年

2036年～
2040年

2041年～
2045年

2046年～
2050年

2051年～
2055年

2056年～
2060年

2061年～
2065年

2066年～
2070年

2071年～
2075年

2076年～
2080年

2081年～
2085年

管路 14 208 310 242 644 870 2,054 1,884 1,590 696 14 208 310 242

構造物 0 0 0 0 0 40 132 47 3 5 14 16 267 669

機械設備 89 115 176 51 293 109 140 130 34 282 125 114 142 295

合計 103 323 485 293 937 1,019 2,327 2,062 1,628 983 154 338 718 1,207
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第４章 経営の基本方針 

◇基本理念

近年の人口減少や節水意識の高揚から水需要が低迷している。さらには施設や管路の老朽化が

顕在化し、徐々に更新時期を迎えてくる。そのため、今後の事業経営は一段と厳しいものになる。 

このような状況の中で、将来にわたって安全な水を安定して供給し続けるため、水道ビジョン

で掲げる『いつでも どこでも 安心して飲めるおいしい水』を基本理念とする。 

◇基本方針 

 基本理念実現のためには、将来も安定した水道サービスを継続していく必要があり、経営戦略

に基づく効率的な事業運営が必要となる。 

 適切な施設規模となるよう計画的に整備を進めて投資の膨張を抑制し、給水収益の確保に努め

て健全な事業経営を図る。 

◇主な取組み 

 今後増加していく老朽化施設の更新に対して、重要度、優先度を決めたうえで更新事業費の平

準化を図り、計画的に更新を行う。 

・施設は、平成 32 年度に東部配水施設の更新を予定しており、主要な施設の更新・耐震化が完了

する。 

・管路は、経年管及び漏水の可能性の高い橋梁管について、重要度の高いものから計画的に更新

を行う。 

・財政は、企業債に頼らず自己財源を中心に投資を行うことで、企業債残高を縮減し、将来世代

への負担を軽減する。
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第５章 投資・財政計画（収支計画） 

１．収支計画 

 次頁に収支計画表を示す。
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91
6

2
1
2,
9
1
6

2
12
,9
16

11
,8
2
3

12
,0
59

1
1
,9
6
2

1
1,
96
2

11
,9
6
2

11
,9
62

1
1
,9
62

1
1,
96
2

1
1,
9
6
2

11
,9
62

1
1
,9
62

1
1,
96
2

1
1,
9
6
2

11
,9
62

11
,2
1
9

7
,8
93

6
,5
4
3

6,
54
3

6
,5
4
3

6
,5
43

6
,5
43

6,
54
3

6,
5
4
3

6
,5
43

6
,5
43

6,
54
3

6,
5
4
3

6
,5
43

1
,0
98

5
53

4
,1
0
0

4,
10
0

4
,1
0
0

4
,1
00

4
,1
0
0

4,
10
0

4,
1
0
0

4
,1
00

4
,1
00

4,
10
0

4,
1
0
0

4
,1
00

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
87
,9
38

1
87
,9
38

16
1
,0
8
9

15
3,
28
5

1
53
,2
8
5

1
53
,2
85

15
3
,2
8
5

15
3,
28
5

1
53
,2
8
5

1
53
,2
85

15
3
,2
85

15
3,
28
5

1
5
3,
2
8
5

1
53
,2
85

29
,5
6
3

30
,4
91

2
8
,8
5
7

3
7,
02
6

37
,0
2
6

37
,0
26

3
7
,0
26

3
7,
02
6

3
7,
0
2
6

37
,0
26

3
7
,0
26

3
7,
02
6

3
7,
0
2
6

37
,0
26

(3
)

2
22
,3
8
5

2
40
,2
26

22
8
,0
6
7

24
2,
80
6

2
45
,3
9
4

2
43
,8
36

24
3
,5
0
8

24
3,
28
0

2
4
8,
7
9
6

2
49
,0
54

24
6
,6
34

24
4,
93
5

2
4
3,
6
3
8

2
42
,3
19

(4
)

13
,9
7
4

13
,8
17

3
8
,1
5
9

1
6,
50
8

16
,5
0
8

16
,5
08

1
6
,5
0
8

1
6,
50
8

1
6,
5
0
8

16
,5
08

1
6
,5
08

1
6,
50
8

1
6,
5
0
8

16
,5
08

２
．

52
,8
24

52
,8
05

5
0
,4
3
3

4
8,
80
9

46
,5
8
1

44
,2
53

4
1
,8
0
1

3
9,
17
0

3
6,
8
2
6

34
,0
76

3
1
,2
65

2
8,
37
9

2
5,
4
6
0

22
,6
39

(1
)

50
,9
0
5

50
,4
69

4
8
,9
4
4

4
7,
32
0

45
,0
9
2

42
,7
64

4
0
,3
1
2

3
7,
68
1

3
5,
3
3
7

32
,5
87

2
9
,7
76

2
6,
89
0

2
3,
9
7
1

21
,1
50

(2
)

1
,9
1
9

2
,3
36

1
,4
8
9

1,
48
9

1
,4
8
9

1
,4
89

1
,4
8
9

1,
48
9

1,
4
8
9

1
,4
89

1
,4
89

1,
48
9

1,
4
8
9

1
,4
89

(D
)

5
71
,8
64

5
75
,7
00

55
7
,2
4
3

54
0,
32
2

5
40
,6
8
2

5
36
,7
96

53
4
,0
16

53
1,
15
7

5
3
4,
3
2
9

5
31
,8
37

52
6
,6
06

52
2,
02
2

5
1
7,
8
0
6

5
13
,6
65

職
員

給
与

費

そ
の

他

委
託

料
受

水
費

営
業

外
費

用

動
力

費

そ
の

他

基
本

給
退

職
手

当

材
料

費

営
業

費
用

そ
の

他

収 益 的 支 出

経
費

収 益 的 収 支

減
価

償
却

費

支
払

利
息

支
出

計

資
産

減
耗

費

修
繕

費

(D
)

5
71
,8
64

5
75
,7
00

55
7
,2
4
3

54
0,
32
2

5
40
,6
8
2

5
36
,7
96

53
4
,0
16

53
1,
15
7

5
3
4,
3
2
9

5
31
,8
37

52
6
,6
06

52
2,
02
2

5
1
7,
8
0
6

5
13
,6
65

(E
)

△
 2
2
,3
4
6

33
,0
49

4
2
,5
8
2

6
4,
18
1

45
,4
8
5

37
,6
17

3
2
,7
32

2
8,
17
9

1
8,
3
0
9

13
,1
87

1
1
,1
76

8,
53
4

5,
16
3

1
,8
66

(F
)

0
25
,1
64

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

0
4
,3
41

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(H
)

0
20
,8
23

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

△
 2
2
,3
46

53
,8
72

4
2
,5
8
2

6
4,
18
1

45
,4
8
5

37
,6
17

3
2
,7
3
2

2
8,
17
9

18
,3
0
9

13
,1
87

1
1
,1
76

8,
53
4

5,
1
6
3

1
,8
66

(I
)

39
,1
42

93
,0
14

13
5
,5
9
6

19
9,
77
6

2
45
,2
6
1

2
82
,8
77

31
5
,6
0
9

34
3,
78
8

3
62
,0
9
6

3
75
,2
83

38
6
,4
59

39
4,
99
4

4
0
0,
1
5
7

4
02
,0
23

(J
)

7
18
,7
9
5

5
96
,8
65

55
5
,3
0
5

72
8,
02
2

7
86
,6
5
3

7
87
,4
73

80
4
,1
0
3

72
2,
15
0

7
1
9,
1
5
8

7
04
,4
59

68
2
,9
25

65
6,
52
7

6
2
8,
4
6
0

5
89
,6
06

13
,1
0
0

10
,8
95

2
1
,7
4
2

2
1,
74
2

21
,7
4
2

21
,7
42

2
1
,7
42

2
1,
74
2

2
1,
7
4
2

21
,7
42

2
1
,7
42

2
1,
74
2

2
1,
7
4
2

21
,7
42

(K
)

2
05
,4
67

2
32
,9
63

18
1
,0
6
8

18
5,
54
7

2
07
,7
4
0

2
14
,4
36

21
7
,2
0
5

22
2,
66
6

2
27
,7
0
0

2
32
,9
22

23
8
,7
49

23
6,
41
6

2
4
2,
9
3
4

2
30
,8
70

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
04
,3
68

68
,5
00

6
2
,4
2
4

2
0,
16
2

20
,1
6
2

20
,1
62

2
0
,1
6
2

2
0,
16
2

20
,1
6
2

20
,1
62

2
0
,1
62

2
0,
16
2

2
0,
1
6
2

20
,1
62

( 
I 
)

(A
)-
(B
)

(L
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

91
.2
6

8
5.
44

88
.6
8

8
1.
72

77
.6
8

2
6.
2
7

当
年
度
純
利
益
（
又
は
純
損
失
）

(E
)+
(H
)

特
別

利
益

特
別

損
失

経
常

損
益

特
別

損
益

(F
)-
(G
)

6
5.
82

(C
)-
(D
)

72
.6
7

地
方
財
政
法
施
行
令
第
1
9条
第
１
項
に
よ
り
算
定
し
た
資
金
の
不
足
額

累
積

欠
損

金
比

率
（

7
.1
7

1
7.
76

38
.3
7

4
9
.3
8

5
8.
21

う
ち

一
時

借
入

金

）
×
10
0

繰
越
利
益
剰
余
金
又
は
累
積
欠
損
金

う
ち

未
払

金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金
流

動
負

債

支
出

計

9
3
.1
9

(L
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(M
)

5
45
,5
73

5
23
,8
53

51
6
,2
4
7

52
0,
60
1

4
96
,6
7
6

4
85
,9
80

47
9
,5
3
5

47
3,
08
9

4
66
,1
6
7

4
59
,2
44

45
2
,3
21

44
5,
39
8

4
3
8,
4
7
6

4
31
,3
86

61
,4
8
8

39
,1
42

9
3
,0
1
4

13
5,
59
6

1
99
,7
7
6

2
45
,2
61

28
2
,8
77

31
5,
60
9

3
4
3,
7
8
8

3
62
,0
96

37
5
,2
83

38
6,
45
9

3
9
4,
9
9
4

4
00
,1
57

△
 2
2
,3
46

53
,8
72

4
2
,5
8
2

6
4,
18
1

45
,4
8
5

37
,6
17

3
2
,7
3
2

2
8,
17
9

18
,3
0
9

13
,1
87

1
1
,1
76

8,
53
4

5,
1
6
3

1
,8
66

39
,1
4
2

93
,0
14

13
5
,5
9
6

19
9,
77
6

2
45
,2
6
1

2
82
,8
77

31
5
,6
09

34
3,
78
8

3
6
2,
0
9
6

3
75
,2
83

38
6
,4
59

39
4,
99
4

4
0
0,
1
5
7

4
02
,0
23

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

39
,1
4
2

93
,0
14

13
5
,5
9
6

19
9,
77
6

2
45
,2
6
1

2
82
,8
77

31
5
,6
09

34
3,
78
8

3
6
2,
0
9
6

3
75
,2
83

38
6
,4
59

39
4,
99
4

4
0
0,
1
5
7

4
02
,0
23

△
 2
2
,3
46

△
 2
5
,1
03

△
 3
7
,2
1
8

△
 1
5,
94
3

△
 4
0
,2
2
8

△
 4
7
,0
38

△
 5
0
,7
0
3

△
 5
4,
29
0

△
 6
4
,3
8
4

△
 6
8
,8
15

△
 7
0
,5
08

△
 7
2,
84
6

△
 7
5,
5
5
2

△
 7
8
,5
02

39
,1
4
2

14
,0
39

5
5
,7
9
6

11
9,
65
2

1
59
,5
4
8

1
98
,2
22

23
2
,1
74

26
1,
31
9

2
7
9,
4
0
3

2
93
,2
81

30
4
,7
75

31
3,
61
4

3
1
9,
4
4
2

3
21
,6
55

そ
の

他
積

立
金

営
業
収
益
－
受
託
工
事
収
益

地
方
財
政
法
施
行
令
第
1
9条
第
１
項
に
よ
り
算
定
し
た
資
金
の
不
足
額

当
年

度
純

損
益

（
再

掲
）

未
処

分
利

益
剰

余
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

当
年
度
純
利
益
・
純
損
失
（
除
く
長
期
前
受
金
戻
入
額
）

繰
越
利
益
剰
余
金
・
累
積
欠
損
金
（
除
く
長
期
前
受
金
戻
入
額
）

余
剰
金
処
分
額

前
年

度
繰

越
利

益
剰

余
金

繰
越

利
益

剰
余

金

減
債

積
立

金

積
立

金
取

崩
額

資
本

剰
余

金
取

崩
額

(A
)-
(B
)
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水
道
事
業
　
資
本
的
収
支
計
画

（
単
位
：
千
円
）

年
　
　
　
　
　
度

2
5
年
度

26
年
度

27
年
度

区
　
　
　
　
　
分

決
算

決
算

決
算

１
．

12
0,
00
0

0
27
0,
00
0

5
5,
42
2

5
8,
55
0

7
2
,5
0
0

4
6
,0
0
0

16
1
,5
0
0

4
9
,0
00

5
1
,5
00

49
,0
00

44
,0
00

44
,0
00

44
,0
00

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

1,
08
8

1,
10
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

６
．

9,
38
0

1
8,
88
2

7,
75
7

5,
85
0

8,
30
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

７
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

８
．

90
0

90
0

45
0

12
7,
38
7

5,
00
0

0
0

2
3
,5
0
0

0
0

0
0

0
0

９
．

△
 0

△
 0

0
9
9,
80
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

34
年
度

31
年
度

28
年
度

29
年
度

30
年
度

36
年
度

3
8年
度

35
年
度

企
業

債

他
会

計
出

資
金

37
年
度

国
（
都
道
府
県
）
補
助
金

33
年
度

32
年
度

固
定
資
産
売
却
代
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
借

入
金

資 本

資 本 的 収

他
会

計
負

担
金

そ
の

他

工
事

負
担

金

(A
)

13
1,
36
8

2
0,
89
0

27
8,
20
7

28
8,
46
4

7
1,
85
0

7
2
,5
0
0

4
6
,0
0
0

18
5
,0
0
0

4
9
,0
00

5
1
,5
00

49
,0
00

44
,0
00

44
,0
00

44
,0
00

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(C
)

13
1,
36
8

2
0,
89
0

27
8,
20
7

28
8,
46
4

7
1,
85
0

7
2,
50
0

4
6
,0
0
0

18
5
,0
0
0

4
9
,0
0
0

5
1
,5
00

4
9
,0
00

44
,0
00

44
,0
00

44
,0
00

１
．

31
3,
90
7

16
7,
63
9

41
4,
76
4

21
5,
37
1

11
7,
10
0

14
5
,0
0
0

9
2
,0
0
0

32
3
,0
0
0

9
8
,0
00

10
3
,0
00

98
,0
00

88
,0
00

88
,0
00

88
,0
00

7,
12
0

7,
33
5

7,
43
0

7,
46
9

7,
46
9

7,
46
9

7
,4
6
9

7
,4
6
9

7
,4
6
9

7
,4
69

7
,4
69

7
,4
69

7
,4
69

7
,4
69

２
．

10
1,
16
0

10
6,
41
8

11
0,
13
6

11
4,
80
3

11
9,
28
2

14
1
,4
7
5

14
8
,1
7
1

15
0
,9
4
0

15
6
,4
01

16
1
,4
35

1
66
,6
57

1
72
,4
84

1
70
,1
51

1
76
,6
69

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(D
)

41
5,
06
7

27
4,
05
6

52
4,
90
0

33
0,
17
4

23
6,
38
2

28
6,
47
5

24
0,
17
1

47
3
,9
4
0

25
4
,4
0
1

26
4
,4
35

26
4
,6
57

26
0
,4
84

2
58
,1
51

2
64
,6
69

(E
)

28
3,
69
9

25
3,
16
6

24
6,
69
3

4
1,
71
0

16
4,
53
2

21
3,
97
5

19
4,
17
1

28
8
,9
4
0

20
5
,4
0
1

21
2
,9
35

21
5
,6
57

21
6
,4
84

2
14
,1
51

2
20
,6
69

１
．

26
9,
84
1

24
4,
31
6

21
7,
62
8

0
15
7,
43
2

20
3,
77
5

18
7
,8
7
1

26
7
,3
4
0

19
8
,7
01

20
5
,8
35

20
8
,9
57

21
0
,4
84

2
08
,1
51

2
14
,6
69

そ
の

他

資 本 的 支 出

(A
)の
う
ち
翌
年
度
へ
繰
り
越
さ

れ
る
支
出
の
財
源
充
当
額

他
会
計
長
期
借
入
返
還
金

う
ち
職
員
給
与
費

純
計

的 収 支

入

損
益
勘
定
留
保
資
金

計

建
設

改
良

費

(A
)-
(B
)

企
業

債
償

還
金

資
本
的
収
入
額
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２．投資・財政計画の内容説明 

計画期間内の予定建設事業費を以下に示す。
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（１）投資

 老朽化施設更新・耐震化を推進するため、毎年、経年管更新工事 33,000千円及び橋梁管更新工
事 40,000千円を毎年度予定している。
 平成 32年度に大幅に事業費が増加しているのは、東部配水施設の更新及び神子原低区配水池送
水管布設工事の計画によるものである。

 年度別事業費を以下に示す。

（２）現金残高の推移

 決算時現金残高は減少傾向であっても計画期間内においては 5 億円以上を確保できる予測であ
るが、今後の経営状況をふまえて適正な料金改定について検討していく必要がある。
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（３）財源 

 本市の水道事業を行っていく上での主な財源は企業債と一般財源である。

 予定投資計画の財源内訳を以下に示す。

◇補助金

 平成 30 年度以降の補助金について、補助金の採択項目が不明であるため見込まないものとする

が、合致する項目があれば積極的に取得していく。

◇企業債

 企業債の充当率を 50％とした場合、企業債残高及び元利償還金は平成 28 年度の半分以下とな

るため、将来的な支出の負担は軽減される。 

単位：千円

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

建設事業費 215,371 117,100 145,000 92,000 323,000 98,000 103,000 98,000 88,000 88,000 88,000

国（都道府県）補助金 5,850 8,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

企業債 55,422 58,550 72,500 46,000 161,500 49,000 51,500 49,000 44,000 44,000 44,000

工事負担金等 127,387 5,000 0 0 23,500 0 0 0 0 0 0

一般財源 26,712 45,250 72,500 46,000 138,000 49,000 51,500 49,000 44,000 44,000 44,000
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参考)給水人口1.5万人以上3万人未満の羽咋市類似

事業体の全国平均値：111.48%（総務省 HP 平成 27

年度水道事業経営指標より）

参考)類似団体平成 26 年度平均値 393.27％（経営分

析比較表参照）

（４）投資以外の経費

◇受水費 

平成 28 年度から、県水協定水量が 7,430m3/日から 7,070m3/日に変更のため、受水費は削減して

いる。 

◇人件費 

 人件費は平成 28 年度から職員が 1名減ったため減少している。本計画では減少した人件費で将

来値も一定とする。 

（５）将来の経営指標

◇経常収支比率

この項目は以下の式で求める。

当比率が 100 を超えていると料金収入等で人件費

や維持管理費等を確保できていることになる。

将来予測は人口減少による料金収入の減少に伴い

率は年々減少傾向であるが計画期間内は 100％以上

を維持している。ただし、平成 38 年度数値がほぼ

100 のため翌年度以降に 100 を割り込むことが予測

される。そのため、適切な時期に経営戦略の見直し

を行う必要がある。

◇企業債残高対給水収益比率

この項目は以下の式で求める。

当比率は数値の良し悪しのボーダーラインを一概

には設定できないが、当比率が高いと収益に対する

企業債残高割合が大きいことになり、元金償還金や

支払利息が事業経営に及ぼす負担は大きいと判断で

きる。

 将来予測では企業債残高が減少することから平成

38 年度まで減少傾向にあり、平成 38 年度で 386.8％
となる。

           経常収益

経常収支比率（％）＝      ×100 
           経常費用

建設改良のための企業債残高

企業債残高対給水収益比率（％）＝                  ×100 
                         給水収益
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３．今後の取組み 

 今後も更なる健全な事業経営を行っていく上で、以下の取組みによる改善策が考えられる。

◇コスト削減

今後増加していく老朽化施設の更新工事による支出に対して、他公共事業との同時施工や、最

新技術の採用等によりコスト削減を図る。

◇計画的な事業計画

既存施設の優先度・重要度を考慮し事業計画を行い、更新ピークの平準化を図る。また施設の

更新は、ニーズにあった適切な規模となるよう計画的に整備を行っていく。

◇水道料金の改定

計画期間内は現行の料金で事業運営が可能であるため見直しは行わないが、経営状況に応じて

適正な水道料金を検討していく。

◇組織・人員

 民間委託による業務の効率化・省力化を図る。

また適正な人員の確保と世代交代の伴い正確な技術継承及び研修による技術力の向上を行う。

◇広域化

 隣接する市町の状況を踏まえ、広域化の可能性や連携強化について検討していく。
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第６章 経営戦略の事後検証・更新等に関する事項 

今後は本計画で策定した取組みに対する進捗状況や資金管理の乖離状況を計画期間内に見直し

を実施する。計画との乖離が著しい場合は要因を調査し対策を講じることで、経営戦略の精度向

上を図る。

 今後も安全な水を安定して供給できるよう、事業の改善に努めていく。
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